
JP 2016-141014 A 2016.8.8

(57)【要約】
【課題】高い透明度および平滑性を有し、フィルムの製造工程を汚染することがない２軸
延伸ポリプロピレンフィルムを提供すること。
【解決手段】２つの表面層Ａの間に少なくとも１つの中間層Ｂを有し、前記表面層Ａの少
なくとも１つは、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が５０ｐｐｍ以下であ
り、前記少なくとも１つの中間層Ｂは結晶化核剤を含有し、少なくとも一方の面の表面粗
さは、中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３～０．１０μｍであり、最大粗さ（Ｒｍａｘ）
が０．３～１．０μｍである２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの表面層Ａの間に少なくとも１つの中間層Ｂを有する積層フィルムであって、前記
表面層Ａの少なくとも１つは、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が１０ｐ
ｐｍ以下であり、前記少なくとも１つの中間層Ｂは結晶化核剤を含有し、少なくとも一方
の面の表面粗さは、中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３～０．１０μｍであり、最大粗さ
（Ｒｍａｘ）が０．３～１．０μｍである、２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの中間層Ｂに含まれる結晶化核剤の含有量は、１０～１０００ｐｐ
ｍである、請求項１に記載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【請求項３】
　ＡＳＴＭ　Ｄ　１７４６に準拠してフィルムのＭＤ方向（流れ方向）およびＴＤ方向（
幅方向）について測定された透明度の最小値が６０％以上である、請求項１または２に記
載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【請求項４】
　ＭＦＲが１．５～７．０ｇ／１０分である、請求項１～３のいずれかに記載の２軸延伸
ポリプロピレンフィルム。
【請求項５】
　灰分含有量が２００ｐｐｍ以下である、請求項１～４のいずれかに記載の２軸延伸ポリ
プロピレンフィルム。
【請求項６】
　前記表面層Ａは、ポリプロピレン樹脂と該ポリプロピレン樹脂とは異なったポリオレフ
ィン系樹脂とのブレンドから構成される、請求項１～５のいずれかに記載の２軸延伸ポリ
プロピレンフィルム。
【請求項７】
　前記中間層Ｂに含まれる結晶化核剤は有機系結晶化核剤である、請求項１～６のいずれ
かに記載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明度が高く、平滑性に優れた２軸延伸ポリプロピレンフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、軽量性、熱的安定性、機械特性に優れているので
、包装用や工業用材料フィルムとして広く用いられている。とりわけ、ポリプロピレンフ
ィルムの低い表面エネルギーを利用して、非シリコーン系の保護材や離型材として、電子
部品、電子基板の製造工程、繊維強化プラスチック等の熱硬化性樹脂部材の製造工程等に
広く使用されている。近年、電子および感光性分野では、さらなる視認性および保護効果
が要求されており、透明度および表面平滑性の向上が求められている。
【０００３】
　従来、２軸延伸ポリプロピレンフィルムの透明度を向上させるために、結晶化核剤が用
いられている。特許文献１には、特定の構造を有するアミド化合物をβ晶核剤としてポリ
プロピレンに所定量配合するβ晶系ポリプロピレン延伸フィルムの製造方法が提案されて
いる。しかしながら、特許文献１に記載の方法により得られるフィルムは、表面粗面化フ
ィルムであり、平滑な表面を有するフィルムではない。
【０００４】
　特許文献２には、シートまたはフィルム形成用ポリプロピレン樹脂組成物において、特
定の構造を有するアミド系化合物を、造核作用を有する化合物として特定量用いることが
提案されている。しかしながら、フィルムの製造の際に、フィルム表面に含まれる上記ア
ミド化合物の脱落およびブリードアウトにより製造工程の汚染が発生することから、フィ
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ルムの生産性の低下が生じる。また、フィルムの表面には結晶化核剤による凹凸が生じる
ことから、良好な平滑性は得られない。
【０００５】
　特許文献３には、少なくとも４００ＭＰａの強度を有し、中心層（Ｂ）と１つまたは２
つの別の層（Ａ）とから実質的に構成され、中心層（Ｂ）に核形成剤が存在するＡＢ型ま
たはＡＢＡ型の１軸延伸ポリオレフィン多層フィルムが提案されている。しかしながら、
上記ポリオレフィン多層フィルムは、１軸延伸フィルムであるため２軸延伸フィルムと比
べ高い透明度を有するものではない。
【０００６】
　特許文献４には、特定の構造を有するアミド系化合物を造核剤として含有するα－オレ
フィン樹脂組成物からなる基材フィルムの片面に粘着剤層を積層してなる保護フィルムが
提案されている。しかしながら、上記基材フィルムは、無延伸フィルムであるため透明度
が低い。また、上記アミド系化合物がフィルム製造工程において脱落し、およびブリード
アウトすることによりフィルム製造工程の汚染が発生するため、生産性の低下が生じる。
【０００７】
　特許文献５には、結晶核剤を含む結晶性ポリプロピレン層とアンチブロッキング剤を含
む結晶性ポリプロピレン層とからなる、少なくとも１軸以上に延伸された積層延伸フィル
ムが提案されている。しかしながら、アンチブロッキング剤を含む結晶性ポリプロピレン
層が少なくとも一方の表面に存在するため、フィルム製造工程においてアンチブロッキン
グ剤の脱落により工程の汚染が生じる。また、アンチブロッキング剤に起因してフィルム
表面の良好な平滑性は得られない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平０６－６４０３８号公報
【特許文献２】特開２００７－６３４８４号公報
【特許文献３】特開２０１０－５１７８１２号公報
【特許文献４】特開２０１２－１７４１７号明細書
【特許文献５】特開平８－２９０５３６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、高い透明度および平滑性を有し、フィルムの製造工程を汚染すること
がない２軸延伸ポリプロピレンフィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、２つの表面層Ａの間に少なくとも１つの中間層Ｂを有し、前記表面層Ａ
の少なくとも１つは、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が１０ｐｐｍ以下
であり、前記少なくとも１つの中間層Ｂは結晶化核剤を含有し、少なくとも一方の面の表
面粗さは、中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３～０．１０μｍであり、最大粗さ（Ｒｍａ
ｘ）が０．３～１．０μｍである２軸延伸ポリプロピレンフィルムによって上記課題を解
決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明には、以下のものが含まれる。
［１］２つの表面層Ａの間に少なくとも１つの中間層Ｂを有する積層フィルムであって、
前記表面層Ａの少なくとも１つは、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が１
０ｐｐｍ以下であり、前記少なくとも１つの中間層Ｂは結晶化核剤を含有し、少なくとも
一方の面の表面粗さは、中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３～０．１０μｍであり、最大
粗さ（Ｒｍａｘ）が０．３～１．０μｍである２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
［２］前記少なくとも１つの中間層Ｂに含まれる結晶化核剤の含有量は、１０～１０００
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ｐｐｍである、［１］に記載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
［３］ＡＳＴＭ　Ｄ　１７４６に準拠してフィルムのＭＤ方向（流れ方向）およびＴＤ方
向（幅方向）について測定された透明度の最小値が６０％以上である、［１］または［２
］に記載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
［４］ＭＦＲが１．５～７．０ｇ／１０分である、［１］～［３］のいずれかに記載の２
軸延伸ポリプロピレンフィルム。
［５］灰分含有量が２００ｐｐｍ以下である、［１］～［４］のいずれかに記載の２軸延
伸ポリプロピレンフィルム。
［６］前記表面層Ａは、ポリプロピレン樹脂と該ポリプロピレン樹脂とは異なったポリオ
レフィン系樹脂とのブレンドから構成される、［１］～［５］のいずれかに記載の２軸延
伸ポリプロピレンフィルム。
［７］中間層Ｂに含まれる結晶化核剤は有機系結晶化核剤である、［１］～［６］のいず
れかに記載の２軸延伸ポリプロピレンフィルム。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表面層における結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量を１
０ｐｐｍ以下とし、中間層に結晶化核剤を含ませることにより、平滑性に優れ、および透
明度が高い２軸延伸ポリプロピレンフィルムを得ることができる。したがって、本発明の
２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、電子部品、電子基板、感光性フィルムの保護フィル
ム、非シリコーンタイプの剥離フィルムや剥離ライナー、保護材のセパレーターフィルム
として好適に用いることができる。また、本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、
結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の脱落やブリードによる汚染を伴わずに製造する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施例１において得られた本発明の２軸延伸フィルムの表面の反射光に
よる顕微鏡観察結果を示す。
【図２】図２は、実施例２において得られた本発明の２軸延伸フィルムの表面の反射光に
よる顕微鏡観察結果を示す。
【図３】図３は、比較例１において得られた本発明によらない２軸延伸フィルムの表面の
反射光による顕微鏡観察結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、２つの表面層Ａおよび結晶化核剤を含有
する少なくとも１つの中間層Ｂから構成される積層ポリプロピレンフィルムである。
【００１５】
　表面層Ａおよび中間層Ｂは、ポリプロピレン樹脂から構成される。ポリプロピレン樹脂
としては、プロピレンの単独重合体である結晶性のアイソタクチックポリプロピレン樹脂
が好ましい。本発明では、結晶性のアイソタクチックポリプロピレン樹脂は、好ましくは
高温核磁気共鳴（ＮＭＲ）測定によって求められる立体規則性度であるメソペンタッド分
率（［ｍｍｍｍ］）が９３％以上であり、より好ましくは９３％以上９７％以下である。
【００１６】
　メソペンタッド分率［ｍｍｍｍ］＝９３％以上であると、高い立体規則性成分により、
樹脂の結晶性が向上し、高い熱安定性、機械特性が奏される。アイソタクチックメソペン
タッド分率［ｍｍｍｍ］＝９３％未満であると、熱安定性、機械的耐熱性が劣る傾向にあ
る。一方、メソペンタッド分率［ｍｍｍｍ］が余りに高いと、キャスト原反シート成形の
際の固化（結晶化）の速度が余りに速くなり、シート成形用の金属ドラムからの剥離が発
生し易くなり、延伸性が低下することがある。
【００１７】
　前記メソペンタッド分率（［ｍｍｍｍ］）を測定するための高温ＮＭＲ装置には、特に
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制限はなく、ポリオレフィン類の立体規則性度が測定可能な一般に市販されている高温型
核磁気共鳴（ＮＭＲ）装置、例えば、日本電子株式会社製、高温型フーリエ変換核磁気共
鳴装置（高温ＦＴ－ＮＭＲ）、ＪＮＭ－ＥＣＰ５００が利用可能である。観測核は、１３

Ｃ（１２５ＭＨｚ）であり、測定温度は、１３５℃、溶媒には、オルト－ジクロロベンゼ
ン（ＯＤＣＢ：ＯＤＣＢと重水素化ＯＤＣＢの混合溶媒(混合比＝４／１)）が用いられる
。高温ＮＭＲによる方法は、公知の方法、例えば、「日本分析化学・高分子分析研究懇談
会編、新版　高分子分析ハンドブック、紀伊国屋書店、１９９５年、６１０頁」に記載の
方法により行うことができる。
　測定モードは、シングルパルスプロトンブロードバンドデカップリング、パルス幅は、
９．１μｓｅｃ（４５°パルス）、パルス間隔５．５ｓｅｃ、積算回数４５００回、シフ
ト基準は、ＣＨ３（ｍｍｍｍ)＝２１．７ｐｐｍとされる。
【００１８】
　立体規則性度を表すペンタッド分率は、同方向並びの連子「メソ（ｍ）」と異方向の並
びの連子「ラセモ（ｒ）」の５連子(ペンタッド)の組み合わせ（ｍｍｍｍやｍｒｒｍなど
）に由来する各シグナルの強度積分値より百分率で算出される。ｍｍｍｍやｍｒｒｍなど
に由来する各シグナルの帰属に関し、例えば「Ｔ．Ｈａｙａｓｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｏ
ｌｙｍｅｒ，２９巻，１３８頁（１９８８）」などのスペクトルの記載が参照される。前
記メソペンタッド分率（［ｍｍｍｍ］）は、ポリプロピレン樹脂の重合条件や触媒の種類
、触媒量など、適宜調整することによって、コントロールすることができる。
【００１９】
　プロピレンの単独重合体としては、公知の方法、例えばチタン、アルミニウム化合物か
らなるチーグラー触媒系を用い、炭化水素溶媒中プロピレンを重合する方法、液状プロピ
レン中で重合する方法（バルク重合）、気相で重合する方法などにより製造したものを用
いてよく、市販されているものを用いてもよい。
【００２０】
　また、表面層Ａには、フィルムの剥離性を向上させるために、ポリプロピレン樹脂と、
そのポリプロピレン樹脂とは異なったポリオレフィン系樹脂とのブレンドを用いることが
できる。他のポリオレフィン系樹脂としては、エチレン、プロピレン、１－ブテン、４－
メチル－１－ペンテン、１－ヘキサンなどの重合体が挙げられる。しかしながら、本発明
では、ポリプロピレン樹脂と他のポリオレフィン系樹脂とのブレンドを用いた場合、得ら
れるフィルム表面の平滑性の観点からポリプロピレン単独重合品を用いるのが好ましい。
【００２１】
　本発明では、２３０℃、２．１６ｋｇｆでのメルトフローレート（ＭＦＲ）が好ましく
は１．０ｇ／１０分～７．０ｇ／１０分、より好ましくは１．５ｇ／１０分～６．０ｇ／
１０分、さらに好ましくは２．０ｇ／１０分～４．０ｇ／１０分であるポリプロピレン樹
脂を用いることができる。メルトフローレートが１．０ｇ／１０分より低いポリプロピレ
ン樹脂を用いた場合、樹脂流動性が著しく低下し、キャスト原反シートの厚みの制御が困
難となり、延伸フィルムを幅方向に精度良く作製することができなくなるため、実用上好
ましくない。また、メルトフローレートが７．０ｇ／１０分より高い場合、押し出し成形
性に優れるが、得られるシートの力学特性の低下とともに延伸性が著しく低下し、２軸延
伸成形ができなくなるという製造上の難点を生じるため、好ましくない。また、表面層Ａ
および中間層Ｂにおいて、メルトフローレートの異なったポリプロピレン樹脂を用いるこ
ともできる。
【００２２】
　表面層Ａは、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が１０ｐｐｍ以下である
。結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の含有量が１０ｐｐｍを超えると、２軸延伸フ
ィルムの製造工程において、結晶化核剤およびアンチブロッキング剤の脱落による汚染や
ブリードアウトが生じ、連続的に製造することができなくなる場合や、２軸延伸フィルム
において平滑な表面が得られない場合がある。表面層Ａにおける結晶化核剤およびアンチ
ブロッキング剤の含有量は、好ましくは５．０ｐｐｍ以下、より好ましくは０ｐｐｍであ
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る。
【００２３】
　中間層Ｂに用いる結晶化核剤としては、従来から公知の結晶化核剤であれば特に制限さ
れず、有機系結晶化核剤、無機系結晶化核剤および高分子系結晶化核剤等が挙げられ、こ
れらを単独でまたは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２４】
　有機系結晶化核剤としては、例えば１，２，３－プロパントリカルボン酸トリシクロヘ
キシルアミド、１，２，３－プロパントリカルボン酸トリ（２－メチルシクロヘキシルア
ミド）、１，２，３－プロパントリカルボン酸トリ（３－メチルシクロヘキシルアミド）
、１，２，３－プロパントリカルボン酸トリ（４－メチルシクロヘキシルアミド）等のア
ミド系結晶化核剤；ジベンジリデンソルビトール、ジメチルベンジリデンソルビトール等
のソルビトール系結晶化核剤；ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル安息香酸ナトリウム、ジ安息香酸ア
ルミニウム等の芳香族カルボン酸のアルカリ金属塩；アルミニウム塩、リン酸２，２－メ
チレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ナトリウム等の芳香族リン酸エス
テルの金属塩等が挙げられ、これらの中でもアミド系結晶化核剤およびソルビトール系結
晶化核剤が好ましい。アミド系結晶化核剤の代表的市販品としては、例えば新日本理化株
式会社製リカクリアＰＣ－１等が挙げられる。ソルビトール系結晶化核剤の代表的市販品
としては、例えば大日精化工業株式会社製クリアマスター等が挙げられる。
【００２５】
　無機系結晶化核剤としては、例えばタルク、マイカ、ナノクレイ、金属ウィスカー、炭
素ウィスカー、ナノチューブ、ゼオライト、アルミナ、シリカ、アルミノケイ酸塩材料等
が挙げられ、これらの中でもタルクが好ましい。
【００２６】
　高分子系結晶化核剤としては、例えばポリシクロヘキセン、ポリシクロペンテン、ポリ
シクロブテン等の環状オレフィン重合体、ポリビニルシクロヘキサン等の環状構造が側鎖
に存在する分岐型環状重合体、ポリ３－メチル－１－ブテン、ポリ３－メチル－１－ペン
テン、ポリ３－エチル－１－ペンテン、ポリ４－メチル－１－ペンテン等の炭素数３以上
の分岐オレフィン重合体、ポリテトラフルオロエチレン等の含フッ素重合体等が挙げられ
る。
【００２７】
　本発明では、得られるフィルムにおいて良好な平滑性および透明度が得られることから
有機系結晶化核剤および無機系結晶化核剤が好ましく、ポリマーフィルターを用いた場合
にフィルター内に堆積し難いことから有機系結晶化核剤がより好ましい。
【００２８】
　中間層Ｂにおける結晶化核剤の含有量は、好ましくは１０～１０００ｐｐｍである。ま
た、有機系結晶化核剤は１００～１０００ｐｐｍ、無機系結晶化核剤は１０～１００ｐｐ
ｍの含有量で中間層Ｂにおいて用いることができる。中間層Ｂの結晶化核剤の含有量が上
記範囲内であれば、高い透明度を有する２軸延伸ポリプロピレンフィルムが得られるため
好ましい。
【００２９】
　中間層Ｂは、好ましくは、ポリプロピレン樹脂と結晶化核剤とを混合することにより得
られるポリプロピレン樹脂組成物から構成する。混合方法としては、特に制限はないが、
ポリプロピレン樹脂の重合粉あるいはペレットと結晶化核剤とを、ミキサー等を用いてド
ライブレンドする方法や、ポリプロピレン樹脂と結晶化核剤を、混練機に供給し、溶融混
練してブレンド樹脂を得る方法などがあるが、いずれでも構わない。ミキサーや混練機に
も特に制限は無く、また、混練機も、１軸スクリュータイプ、２軸スクリュータイプある
いは、それ以上の多軸スクリュータイプのいずれでもよく、さらに、２軸以上のスクリュ
ータイプの場合、同方向回転、異方向回転のどちらの混練タイプでも構わない。
【００３０】
　溶融混練によるブレンドの場合は、良好な混練さえ得られれば、混練温度にも特に制限
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はないが、一般的には、２００℃から３００℃の範囲であり、２３０℃から２７０℃が好
ましい。あまり高い混練温度は、樹脂の劣化を招くので好ましくない。樹脂の混練混合の
際の劣化を抑制するため、混練機に窒素などの不活性ガスをパージしても構わない。溶融
混練された樹脂は、一般的に公知の造粒機を用いて、適当な大きさにペレタイズすること
によって、混合ポリプロピレン樹脂組成物を得ることができる。
【００３１】
　上記ポリプロピレン樹脂およびポリプロピレン樹脂組成物から、従来公知の方法を用い
て本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムを製造することができる。例えば、層Ａ／層
Ｂ／層Ａの３層の層構成の場合、まず、表面層Ａを構成するポリプロピレン樹脂および中
間層Ｂを構成するポリプロピレン樹脂組成物をそれぞれ、２３０～２７０℃にて押出機内
で溶融し、樹脂の合流装置を用いて層Ａと層Ｂとからなる３層の樹脂層を構成する。次い
で層Ａ／層Ｂ／層Ａからなる積層シートを、３０～９０℃にコントロールした少なくとも
１個以上の金属ドラム上にエアーナイフにより密着させ、シート状に成形させることによ
りキャスト原反シートとする。その後、キャスト原反シートに２軸延伸を施すことにより
、本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムが得られる。
【００３２】
　上記合流装置としては、樹脂を口金前のポリマー管内で合流する方法、口金の樹脂導入
部に設けられた積層ユニットで合流するフィードブロック法、口金内で拡幅後に両樹脂を
積層するマニホールド積層法等が例示されるが特に限定されるものではない。マニホール
ド法が積層厚み精度の点では優れているが経済性も考慮の上で適宜選択することができる
。
【００３３】
　多層とする場合の層構成に特に制期限はないが、層構成を層Ａ／層Ｂ／層Ａの構成の場
合、フィルムの熱カール等の問題が無く、平面性に優れたフィルムとなるので好ましい。
また、表面層Ａの厚み（層Ａ×１／２）は、中間層Ｂの厚みに対し、２％～２０％である
ことが好ましく、より好ましくは２％～１０％である。
【００３４】
　また、ポリプロピレン樹脂および／またはポリプロピレン樹脂組成物は、押出機内にて
溶融混練した後、押出機と合流装置との間に設置したポリマーフィルターにより微小異物
等を除去することができる。これにより、フィッシュアイ（微小異物）を低減することが
できる。ポリマーフィルターとしては、高いろ過精度を有するフィルターを用いるのがよ
い。
【００３５】
　ろ過精度としては、１０μｍ（９８％カットサイズ）以下と小さくするのが良く、好ま
しくは、５μｍ以下とするのがよい。精度を高く（サイズを小さく）し過ぎる（例えば、
１μｍ以下）と、フィッシュアイ（微小異物）の除去率は高くなるが、ポリマーフィルタ
ーの入出の樹脂差圧が大きくなり過ぎて、押出成形（キャスト原反作製）の際の生産（樹
脂吐出）が不安定となりやすく、実用上、好ましくない。一方、ろ過精度を、１０μｍよ
り大きくする（精度を低くする）と、フィルターの目が大きくなるため、フィッシュアイ
（微小異物）の除去率が悪くなり、本発明の目的とするフィッシュアイ（微小異物）の低
減を図ることが出来ず、好ましくない。
【００３６】
　ポリマーフィルターの使用ろ材としては、一般に公知のろ材を制限なく利用可能である
。そのようなろ材としては、例えば、焼結金属不織布（ファイバー焼結体）や、積層焼結
金網、パウダー焼結体などを挙げることができる。また、フィルタータイプとしては、リ
ーフディスクフィルター、キャンドルフィルター、パックフィルターなどを制限なく利用
可能である。中でも、本発明係るフィッシュアイ（微小異物）を低減したポリプロピレン
樹脂の成形には、焼結金属不織布（ファイバー焼結体）を用いたリーフディスクタイプの
フィルターが、差圧（圧力損失）も大きくならず、安定した吐出が得られる上、使用寿命
も長いので、好ましく採用できる。
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【００３７】
　本発明のフィルムを得るための２軸延伸法としては、厚み斑および平面性が良好である
テンター法が好ましい。テンター法でも更に同時２軸延伸法と逐次２軸延伸法とがあるが
、どちらの方法をとってもよい。以下、逐次２軸延伸法により本発明フィルムを得る方法
を説明するが、これに限定されるものではない。
【００３８】
　逐次２軸延伸方法としては、まずキャスト原反シートを１００～１６０℃の温度に保ち
、速度差を設けたロール間に通してＭＤ方向（流れ方向）に４～５倍に延伸する。引き続
き、当該延伸フィルムをテンターに導いて１６０℃以上の温度でＴＤ方向（幅方向）に８
～１０倍に延伸した後、緩和、熱固定を施し巻き取る。巻き取られたフィルムは、２０～
４５℃程度の雰囲気中でエージング処理を施された後、所望の製品幅に断裁することがで
きる。このような延伸工程によって、機械的強度、剛性に優れた延伸フィルムとなる。
【００３９】
　また、本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムには、ポリプロピレン樹脂およびポリ
プロピレン樹脂組成物の化学的な安定性を付与する目的で、熱安定剤、酸化防止剤を添加
してもよい。具体的には、フェノール系、ヒンダードアミン系、フォスファイト系、ラク
トン系、トコフェロール系の熱安定剤や酸化防止剤が例示される。さらに具体的には、ジ
ブチルヒドロキシトルエン、ペンタエリスリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔ－
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］（チバ・スペシャリティ・ケミカル
ズ（株）：「Ｉｒｇａｎｏｘ（登録商標）１０１０」）、１，３，５－トリメチル－２，
４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４ヒドロキシ）ベンゼン（チバ・スペシャリ
ティ・ケミカルズ（株）：「Ｉｒｇａｎｏｘ（登録商標）１３３０」）、トリス（２，４
－ジ－ｔ－ブチルフェニル）フォスファイト（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）
：「Ｉｒｇａｆｏｓ（登録商標）１６８」）が挙げられる。この中で、フェノール系酸化
防止剤系から選ばれた少なくとも１種あるいはそれらの組み合わせ、あるいはフェノール
系とフォスファイト系との組み合わせ、及び、フェノール系とラクトン系、フェノール系
とフォスファイト系とラクトン系の組み合わせが、ポリプロピレン樹脂の化学的な安定性
を付与する観点から好ましい。
【００４０】
　さらに、本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムには、本発明の目的に反しない範囲
で、有機および／あるいは無機のすべり剤、塩素捕獲剤、帯電防止剤を含有させてもよい
。すべり剤としては、ステアリン酸アミド、エルカ酸アミド等脂肪族アミド、ラウリル酸
ジエタノールアミド、アルキルジエタノールアミン、脂肪族モノグリセライド、脂肪族ジ
グリセライド、シリカ、アルミナ、シリコーン架橋ポリマー等が例示される。塩素捕獲剤
としては、ステアリン酸カルシウム、ハイドロタルサイト等が例示される。また、帯電防
止剤としては、アルキルメチルジベタイン、アルキルアミンジエタノール及び／又はアル
キルアミンエタノールエステル及び／又はアルキルアミンジエタノールジエステル等が例
示される。
【００４１】
　このようにして得られた本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、少なくとも一方
の面の表面粗さが、中心線平均粗さ（Ｒａ）において０．０３～０．１０μｍであり、最
大粗さ（Ｒｍａｘ）において０．３～１．０μｍである。ＲａやＲｍａｘが上記範囲内で
あると、２軸延伸ポリプロピレンフィルムの表面が平滑となり、保護フィルム、剥離フィ
ルムとして貼り合わせた場合、保護体との間に凹凸が生じにくく、ボイド、エアーボイド
の発生を良好に抑制することができる。また、ラミネートの際や巻取りの際にシワや横ズ
レが生じにくく、剥離性も得られる。
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、少なくとも一方の面の表面粗さが、好ま
しくは中心線平均粗さ（Ｒａ）において０．０３～０．０９μｍ、最大粗さ（Ｒｍａｘ）
において０．３～０．９μｍであり、より好ましくは中心線平均粗さ（Ｒａ）において０
．０３～０．０８μｍ、最大粗さ（Ｒｍａｘ）において０．３～０．８μｍである。
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【００４２】
　ＲａおよびＲｍａｘの測定は、例えばＪＩＳ－Ｂ０６０１等に定められている方法によ
って、一般的に広く使用されている触針式あるいは非接触式表面粗さ計などを用いて測定
される。使用できる装置のメーカーや型式には何ら制限はない。本発明における検討では
、東京精密社製、表面粗さ・輪郭形状測定器　サーフコム　１４００Ｄ型を用い、ＪＩＳ
－Ｂ０６０１（１９８２）に定められている方法に準拠してＲａおよびＲｍａｘを求めた
。接触法（ダイヤモンド針等による触針式）、非接触法（レーザー光等による非接触検出
）のどちらでも測定可能であるが、本発明における検討では、接触法により測定荷重７５
０μＮにて測定した。
【００４３】
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、フィルムのＭＤ方向（流れ方向）および
ＴＤ方向（幅方向）について測定された透明度の最小値が好ましくは６０％以上、より好
ましくは６５％以上、さらに好ましくは７０％以上である。透明度が６０％以上であれば
、被着体に貼り合わされている状態を視認することができるため好ましい。
　本発明では、透明度は、ＡＳＴＭ　Ｄ　１７４６に準拠して測定される値のことであり
、例えば株式会社村上色彩技術研究所製透明度測定器（クラリティメーター）ＴＭ－１Ｄ
型を用いて測定することができる。
【００４４】
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、２３０℃、２．１６ｋｇｆでのメルトフ
ローレート（ＭＦＲ）が好ましくは１．５ｇ／１０分～７．０ｇ／１０分、より好ましく
は２．０ｇ／１０分～６．０ｇ／１０分、さらに好ましくは２．５ｇ／１０分～５．０ｇ
／１０分である。メルトフローレートが１．５ｇ／１０分より低い場合、樹脂流動性が著
しく低下し、キャスト原反シートの厚みの制御が困難となり、延伸フィルムを幅方向に精
度良く作製することができなくなるため、実用上好ましくない。また、メルトフローレー
トが７．０ｇ／１０分より高い場合、押し出し成形性に優れるが、得られるシートの力学
特性の低下とともに延伸性が著しく低下し、２軸延伸成形ができなくなるという製造上の
難点を生じるため好ましくない。
【００４５】
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、フィッシュアイ（微小異物）の低減の観
点から、重合触媒残渣等に起因する灰分含有量が少ない方が好ましく、２００ｐｐｍ以下
がよく、１００ｐｐｍ以下である。灰分含有量を２００ｐｐｍ以下とすることにより、微
小異物が顕著に低減され、電子部品用途に用いた際の汚染を低減できるため好ましい。
　本発明では、フィッシュアイ（微小異物）とは、材料樹脂を熱溶融し、押出成形、延伸
を施し、フィルムを作製する際の材料中の異物、未溶融物、酸化劣化物等が、フィルム製
品中に取り込まれたもののことである。フィッシュアイの数が多いと、電子部品、電子基
板や感光性材料の製造工程等に使用される保護フィルムとして貼り合せた際の異物汚染や
ボイド、エアーボイドの原因となるため、実用上不適といえる。
【００４６】
　本発明のフィルムの厚みは５μｍ以上６０μｍ以下であることが好ましく、より好まし
くは１０～５０μｍ、さらに好ましくは２０～５０μｍである。フィルムの厚みが５μｍ
未満であると、保護フィルムや剥離材等の用途に適さず好ましくない。また、フィルムの
厚みが６０μｍを超えると、均一に延伸することができず、実用に耐えないフィルムとな
る場合がある。
【００４７】
　本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、透明度が高く、平滑性に優れているので
、電子部品、電子基板、感光性フィルムの保護フィルム、非シリコーンタイプの剥離フィ
ルムや剥離ライナー、保護材のセパレーターフィルムなどとして好適である。　
【００４８】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定さ
れない。
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【実施例】
【００４９】
[透明度］
２軸延伸ポリプロピレンフィルムの透明度を村上色彩技術研究所製透明度測定器（クラリ
ティメーター）ＴＭ－１Ｄ型を用い、測定を行った。測定方法は、ＡＳＴＭ　Ｄ　１７４
６に準拠して、サンプルを５ｃｍ×５ｃｍに切り出し、サンプルホルダーに取り付け、サ
ンプルホルダーを回転させた状態で行った。測定方向はＭＤ方向（流れ方向）およびＴＤ
方向（幅方向）についてそれぞれ３回測定を行い、その最小値を評価に用いた。
【００５０】
［表面粗さ（平滑性）］
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムの中心線平均粗さ（Ｒａ）および最大粗さ（Ｒｍａｘ
）の測定は、東京精密社製、表面粗さ・輪郭形状測定器サーフコム１４００Ｄ型を用い、
ＪＩＳ－Ｂ０６０１（１９８２）に従う方法に準拠して求めた。測定は５回行い、その平
均値を評価に用いた。本発明では、接触法により荷重７５０μＮにて測定した。
【００５１】
［表面状態］
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムの表面状態をキーエンス社製デジタルマイクロスコー
プＶＨＸ－２０００型を用いて観察を行った。反射光により１００倍にて観察を行った。
【００５２】
［フィルム厚み］
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムの厚みは、シチズン精密社製マイクロ厚み計ＭＥＩ－
１１（ＪＩＳ－Ｂ７５０２）を用いて、ＪＩＳ－Ｐ８１１８に準拠して測定した。
【００５３】
［生産性］
　キャストシートを流れ方向に延伸する金属ロール群に通し、所定の延伸倍率とした２時
間後、この金属ロール群の汚れの有無を調べ、生産性の指標とした。
○：汚れなし、連続生産可能。
×：汚れあり、連続生産不可能。
【００５４】
［灰分含有量］
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムの灰分含有量はＪＩＳ－Ｋ　７２５０－１（２００６
）に準拠して測定した。
【００５５】
［ＭＦＲ］
　２軸延伸ポリプロピレンフィルムのＭＦＲは、ＪＩＳ－Ｋ　７２１０（１９９９）に準
拠して測定した。測定条件は２３０℃、２．１６ｋｇｆにて行った。測定は３回行い、そ
の平均値を評価に用いた。
〔実施例１〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットにサンアロマー社製ポリプロ
ピレン樹脂Ｂ（ＭＦＲ＝７．５ｇ／１０分、結晶化核剤としてタルク１０００ｐｐｍ配合
）を１．５質量％添加し、ドライブレンドを行うことにより得られたポリプロピレン樹脂
組成物を中間層用原料とした。表面層には前記プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂
Ａのみとした。
【００５６】
　中間層のために上記中間層用原料を単軸押出機Ｉにホッパーから投入した。
【００５７】
　表面層のために上記ポリプロピレン樹脂Ａを押出機IIにホッパーから投入した。
【００５８】
　全ての層の樹脂はポリマーフィルターを経由し、２３０℃にてマルチマニホールドダイ
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から２種３層（層Ａ／層Ｂ／層Ａの構成）シートとして押出した後、表面温度を６０℃に
調節した冷却ドラム上にエアーナイフにより空気圧で押し付けながら、冷却固化させてキ
ャスト原反シートを得た。
【００５９】
　続いて、該キャストシートを金属ロールに接触させながら１４０℃に加熱後、周速差の
あるロール間で流れ方向に約４．５倍に延伸した。次いで、得られた一軸延伸フィルムを
クリップに挟みながら熱風オーブン中に導入して、１８０℃に予熱した後に幅方向に約９
倍に延伸し、引き続き幅方向に５％の弛緩を施しながら１７０℃にて熱固定を行い、約３
０μｍ厚の２軸延伸ポリプロピレンフィルムを連続的に得た。得られた２軸延伸ポリプロ
ピレンフィルムは、端部をトリミングした後、巻き取った。
【００６０】
　得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの表面粗さ、透明度、厚み、メルトフローレ
ート、灰分含有量を評価した。フィルムと評価結果を表１に示す。
【００６１】
〔実施例２〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットに、結晶化核剤（新日本理化
製リカクリアＰＣ－１；アミド系結晶化核剤）を２．５％含有するポリプロピレンマスタ
ーバッチを０．８質量％添加し、ドライブレンドを行い、中間層用原料とした。
【００６２】
　中間層原料以外は実施例１と同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィル
ムを得た。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００６３】
〔実施例３〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットに、結晶化核剤（大日精化製
クリアマスター；ソルビトール系結晶化核剤）を１０％含有するポリプロピレンマスター
バッチを１．０％質量％添加し、ドライブレンドを行い、中間層用原料とした。
【００６４】
　中間層原料以外は実施例１と同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィル
ムを得た。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００６５】
〔比較例１〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットは、結晶化核剤を添加せずに
中間層用原料とした。
【００６６】
　中間層原料以外は実施例１と同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィル
ムを得た。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００６７】
〔比較例２〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットに、サンアロマー社製ポリプ
ロピレン樹脂Ｂ（ＭＦＲ＝７．５ｇ／１０分、結晶化核剤としてタルク１０００ｐｐｍ配
合）を１．５質量％添加し、ドライブレンドを行うことにより得られた樹脂組成物を、中
間層用原料および表面層用原料とした。
【００６８】
　原料以外は実施例１と同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィルムを得
た。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００６９】
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〔比較例３〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットに、結晶化核剤（新日本理化
製リカクリアＰＣ－１；アミド系結晶化核剤）を２．５％含有するポリプロピレンマスタ
ーバッチを０．８質量％添加し、ドライブレンドを行うことにより得られた樹脂組成物を
、中間層用および表面層用原料とした。
【００７０】
　原料以外は実施例１同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィルムを得た
。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００７１】
〔比較例４〕
　ポリプロピレン樹脂として、プライムポリマー社製ポリプロピレン樹脂Ａ（ＭＦＲ＝２
．８ｇ／１０分）のペレットを準備した。上記樹脂ペレットに、結晶化核剤（大日精化製
クリアマスター；ソルビトール系結晶化核剤）を１０％含有するポリプロピレンマスター
バッチを１．０質量％添加し、ドライブレンドを行うことにより得られた樹脂組成物を、
中間層用および表面層用原料とした。
【００７２】
　原料以外は実施例１同様にして厚み３０μｍの２軸延伸ポリプロピレンフィルムを得た
。得られた２軸延伸ポリプロピレンフィルムの評価結果を表１に示す。
【００７３】
【表１】

【００７４】
　表１に示される通り、実施例１～３の本発明による２軸延伸ポリプロピレンフィルムは
、中間層にのみ結晶化核剤を含有することで、生産性を損なうこと無く、優れた透明度お
よび平滑性を有するものであった。
【００７５】
　しかしながら、結晶化核剤を添加しない場合には、透明度、表面性を低減することがで
きず（比較例１）、実用に耐えないものであった。また、比較例２～４の結果から明らか
な通り、中間層のみではなく、表面層にも結晶化核剤を含有する場合には、延伸する金属
ロール群に付着する汚れが目視で確認でき、生産されたフィルムにも金属ロール群に付着
した汚れによる傷や異物を確認することができ、実用に耐えないものであった。
【００７６】
　また、図１～図３から、本発明による２軸延伸ポリプロピレンフィルムの表面（図１お
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よび図２）は、本発明によらない２軸延伸ポリプロピレンフィルムの表面（図３）よりフ
ィルム表面の平滑性が向上していることがわかる。
【００７７】
　このように、本発明の２軸延伸ポリプロピレンフィルムは、電子部品、電子基板、感光
性フィルムの保護フィルム、非シリコーンタイプの剥離フィルムや剥離ライナー、保護材
のセパレーターフィルムとして極めて好適なものであることが理解される。

【図１】

【図２】

【図３】
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